
　

公
共
下
水
道
の
汚
水
管
に
雨
水

を
流
す
と
、次
の
よ
う
な
問
題
が
発
生

す
る
場
合
が
あ
り
ま
す
。

○
汚
水
ポ
ン
プ
場
で
処
理
し
き
れ

　

ず
、各
家
庭
の
ト
イ
レ
や
台
所
の

　
排
水
が
流
れ
に
く
く
な
る

○
雨
水
が
汚
水
管
へ
流
入
す
る
と
下
水

　
道
使
用
料
の
負
担
増
に
つ
な
が
る

　

改
善
方
法
な
ど
が
分
か
ら
な
い
方

は
お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

問
合
せ
　
下
水
道
課
☎
72・
3
1
7
6

土・
日・
祝
日
は
☎
72・
3
1
1
1

　

下
水
道
管
の
故
障
で
流
れ
が
悪
く

な
っ
た
ら
市
が
調
査
す
る
の
で
ご
連

絡
く
だ
さ
い
。な
お
、直
接
業
者
に
調

査
を
依
頼
し
た
場
合
は
、原
因
が
公

共
ま
す
で
あ
っ
て
も
調
査
費
用
は
依

頼
者
の
負
担
に
な
り
ま
す
。

問
合
せ
　
下
水
道
課
☎
72・
3
1
7
6

土・
日・
祝
日
は
☎
72・
3
1
1
1

　
４
月
１
日
に（ 

一 

社
）ジ
ャ
パ
ン
・

レ
ン
タ
ル
・
ア
ソ
シ
エ
ー
シ
ョ
ン

（
東
京
都
）と「
災
害
時
に
お
け
る
レ

ン
タ
ル
物
資
の
提
供
に
関
す
る
協

定
」を
締
結
し
ま
し
た
。

問
合
せ　
危
機
管
理
課

☎
72・
3
1
9
0

　

行
政
サ
ー
ビ
ス
に
対
す
る
苦
情
、

行
政
の
仕
組
み
や
手
続
き
に
関
す

る
相
談
に
応
じ
、解
決
の
た
め
の
助

言
や
関
係
行
政
機
関
に
対
す
る
通

知
な
ど
を
行
い
ま
す
。相
談
は
無
料
、

秘
密
厳
守
。

相
談
日
時　
毎
月
第
３
木
曜
13
時

30
分
〜
16
時

場
所　
市
役
所
１
階
相
談
室

【
行
政
相
談
委
員
】※
敬
称
略

菅
野
厚
、砂
子
タ
ケ
子
、木
田
彰

問
合
せ　
広
聴・市
民
生
活
課

☎
72・
3
1
9
1

　

民
生
委
員
児
童
委
員（
主
任
児
童

委
員
）が
変
更
に
な
り
ま
し
た
。 

※
敬
称
略

変
更
前　
鈴
木
美
子

変
更
後　
荘
司
は
る
か

問
合
せ　
福
祉
総
務
課

☎
72・
3
1
5
2

石
狩
市
民
生
委
員
児
童
委
員
連
合

協
議
会
☎
72・
8
3
4
1

　

中
学
体
育
連
盟
主
催
の
管
内・全

道
・
全
国
大
会
に
出
場
す
る
場
合
、

必
要
経
費
を
補
助
し
ま
す
。ク
ラ
ブ

チ
ー
ム
で
の
申
請
も
可
。詳
細
は
要

問
合
せ
。

対
象　

市
内
在
住
で
大
会
に
登
録

し
て
い
る
生
徒
、引
率
者　

対
象
経
費　
大
会
参
加
料
、交
通
費
、

宿
泊
費
な
ど

※
大
会
前
に
申
請
が
必
要
。ま
た
、

大
会
ご
と
に
申
請
し
て
く
だ
さ
い

問
合
せ　
総
務
企
画
課

☎
72・
3
1
6
9

対
象　
小
学
生

日
時　

学
校
夏
期
休
業
日
8
時
〜

18
時
30
分 

※
日
曜・祝
日
除
く

必
要
な
物　
印
鑑
・
就
労
証
明
書 

※
昨
年
度
利
用
者
も
要
提
出

費
用　
日
額
3
0
0
円 

※
別
途
保

険
料
、欠
席
分
は
還
付
不
可 

そ
の
ほ
か　
申
込
多
数
時
調
整
。定

員
に
達
し
て
い
る
ク
ラ
ブ
は
申
込

不
可
。詳
細
は
市
H
P
を
ご
確
認
く

だ
さ
い

申
込
期
間　
3
日
㈪
〜
21
日
㈮

申
込
・
問
合
せ　

子
ど
も
政
策
課

（
市
役
所
1
階

18
番
窓
口
）

☎
72・
3
1
9
2

▲市HP

か
ん
の

し
ょ
う
じ

す
な
こ

故
障
や
下
水
道
管
が

詰
ま
っ
た
ら

中
学
校
体
育
連
盟
競
技

大
会
参
加
助
成
事
業

放
課
後
児
童
ク
ラ
ブ

夏
休
み
一
時
利
用
申
し
込
み

雨
水
を
汚
水
管
に
流
さ
な
い
で
！

協
定
の
締
結

民
生
委
員
児
童
委
員
の
変
更

行
政
相
談

人権相談
18（火）13時30分～16時（受付15時30分まで） 
市役所4階
広聴・市民生活課 ☎72・3191

行政相談
20（木）13時30分～16時　市役所1階 
広聴・市民生活課 ☎72・3191

弁護士無料法律相談
5（水）･19（水）13時30分～15時30分　市役所1階   
※電話申込、各4組（申込順） 
広聴・市民生活課 ☎72･3191

家庭生活相談と女性相談
4（火）・11（火）・18（火）10時～15時　市役所1階
【女性限定】
20（木）10時～15時　花川南コミセン2階
25（火）は「女性相談サロン」開設（詳細はP14）
※お困りの方に生理用品をお渡しします
北海道家庭生活カウンセラークラブ石狩地区
広聴・市民生活課 ☎72・3227

こども・ひとり親相談
平日 9時～17時（受付16時まで）
子ども相談センター（市役所2階） ☎72・3195

住民よろず相談
火曜 13時～16時（受付15時まで）
りんくる1階相談室2 ☎72・8220
毎月第3木曜 13時～16時（受付15時まで）
厚田保健センター ☎78・2521
高齢者生活福祉センター ☎79・5050

ジョブガイドいしかり
平日 9時30分～17時
就業アドバイザーによる相談は（昼休み除く）
月・水・木曜 11時～17時（受付16時まで）
ジョブガイドいしかり（市役所２階） ☎75・8609

消費生活相談
平日 10時～16時
石狩市消費生活センター（市役所1階） ☎75・2282

特別支援･不登校相談
平日 9時～15時45分（金曜は14時45分まで）
教育支援課 ☎76･8000

65歳以上の高齢者の相談窓口
各地域包括支援センターにお気軽にご相談ください。
平日 9時～17時
南地域包括支援センター ☎73・2221
花川中央地域包括支援センター ☎77・6371
北地域包括支援センター ☎75・6100
厚田区地域包括支援センター ☎78・1030　
浜益区地域包括支援センター ☎79・5111

年金相談 ※窓口相談のみ
平日 8時30分～17時15分
毎月第2土曜 9時30分～16時
街角の年金相談センター麻生
☎0570・05・4890（予約専用）　

ひきこもりや不登校などに関する相談
平日 10時～19時
石狩市ひきこもりサポートセンター ☎77・5763

相続・遺言、不動産（空き家問題など）、
その他無料法務相談
26（水）13時～15時　花川北コミセン
行政書士池田法務事務所
☎72・3558（電話予約も可）

市の相談窓口

その他の相談窓口
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　国民健康保険税は世帯の所得に応じて、7割・5割・2割の軽減措置があります。令和6年度以降、5割・2割
の軽減措置の対象となる世帯の所得が引き上げられます。

　運動不足に食べ過ぎ…久々に体重計に乗ったらびっくり！ という方も多いのではないでしょうか？
ご自身の生活を見直すきっかけとしてチャレンジしてみませんか？　

■ 国民健康保険課☎72・3123問

●対象　
18～74歳の市民または市内に通勤・通学する方で、下記
①②のどちらかに当てはまる方
①BMI２３以上または腹囲が男性85㎝以上女性90㎝以上
②過去の参加者
●申込方法
18（火）までに①または②で申し込み
①申込先へ電話またはメール
　→後日送付する申込用紙を郵送・ファクス・
　　持参のいずれかで提出
②右の申込フォームから

　令和6年度から課税される国民健康保険税の上限額は、次のとおりです。
①課税限度額

②軽減措置

国民健康保険税の課税限度額などが変わります

✉kenkous@city.ishikari.hokkaido.jp

参加特典

※1給与所得者等：次のいずれかに該当する方
●給与等の収入金額が55万円を超える方　●65歳未満で公的年金の収入金額が60万円を超える方
●65歳以上で公的年金の収入金額が125万円を超える方
※2特定同一世帯所属者：国民健康保険から後期高齢者医療制度に移行した後、継続して同一世帯に属する方

軽減割合 現　行 改正後

変更なし7割

5割

2割

世帯の所得の合計額が43万円
＋（給与所得者等※1の数－１）×10万円以下

区　　分 現　行

65万円
20万円
17万円
102万円

改正後

65万円
22万円
17万円
104万円

世帯の所得の合計額が43万円＋（29万円×加入者・
特定同一世帯所属者※2の人数）＋（給与所得者等の
数－１）×10万円以下

世帯の所得の合計額が43万円＋（53.5万円×加入
者・特定同一世帯所属者の人数）＋（給与所得者等の
数－１）×10万円以下

世帯の所得の合計額が43万円＋（29.5万円×加入
者・特定同一世帯所属者の人数）＋（給与所得者等の
数－１）×10万円以下

世帯の所得の合計額が43万円＋（54.5万円×加入
者・特定同一世帯所属者の人数）＋（給与所得者等の
数－１）×10万円以下

医 療 保 険 分
後期高齢者支援金分
介 護 保 険 分

計

▲申込フォーム

■ 健康推進課☎72・3124　問
75・2270

①体重記録表 ②参加賞
③食事診断　 ④運動講座・栄養講座

方法は簡単！ 毎日自宅で、朝・晩の体重
を測定し、グラフに記録するだけです。

チャレンジ期間
２４（月）～９/２１（土）

体成分分析装置「inbody」（脂肪と筋肉の
バランスや部位別筋肉量を測定）、ベジ
チェック（野菜の摂取レベルが分かる）、ＡＧＥｓ
測定（体内糖化検査、老化を進める物質を
測ります）　など

⑤測定会
■ 内

■ ２０（木）・２１（金）・２４（月）・２６（水） 
※時間予約制

日

※③～⑤希望者のみ

今年で８年目！
延べ８００人以上が
参加しています！

量ってダイエット大作戦 
参加者大募集
量ってダイエット大作戦 
参加者大募集
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